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１．はじめに 

 

  「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」（昭和 54年法律第 49号。以

下「省エネ法」という。）においては、工場等を設置してエネルギーを使用す

る者に対し、エネルギーの使用の合理化（省エネ）を求めるとともに、その具

体的な目標としてエネルギー消費原単位を５年度間平均で年１％以上低減す

ること（以下「原単位目標」という。）を努力義務として課してきた。 

また、原単位目標とは別に、業種・分野別に目指すべきエネルギー消費効率

の水準（以下「ベンチマーク目標」という。）を定めて、その達成を求めるベ

ンチマーク制度により、事業者の省エネ取組を促進してきた。 

 

これらの原単位目標又はベンチマーク目標を達成した事業者については、優

良事業者（Ｓクラス事業者）として、経済産業省ホームページで公表する等の

運用を実施している。2020 年度報告（2019 年度実績）では、Ｓクラス事業者

は約 54％（6,078 者）となっている。 

 

 

こうした中、2020年１０月に「2050年カーボンニュートラルの実現を目指

す」という目標が掲げられ、産業・業務・運輸・家庭のそれぞれの部門で徹

底した省エネの重要性が更に高まっている。 

 

当該目標を踏まえ、省エネルギー小委員会において、今後の省エネ政策に

ついて議論がなされ、産業部門では「ベンチマーク制度の指標・目標値の見
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直しや対象分野の拡大の検討」、業務部門では「データセンター業のベンチマ

ーク制度対象化」という方向性が示された。 

 

また、令和元年度の工場等判断基準ワーキンググループにおいては、ベン

チマーク目標値について、2030年度を目標年度として設定するとともに、目

標年度までにベンチマーク対象事業者の過半数が目標を達成した場合等には

見直しを検討することとし、指標について、省エネ以外の要因によって事業

者間のばらつきが生じている場合等には見直しを検討することとしている。 

 

これらを踏まえ、今年度の工場等判断基準ワーキンググループにおいて、

業種ごとの実態を踏まえたベンチマーク目標値・指標の見直し及びベンチマ

ーク対象業種の拡大について議論を行い、方向性を決定した。 

 

本報告書は、令和３年度の工場等判断基準ワーキンググループの審議を取

りまとめたものであり、本報告書の内容に沿って、適切に省エネ法の関係法

令が整備されることを期待する。 
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２．ベンチマーク目標値・指標の見直し 

 

省エネ法では、工場等を設置してエネルギーを使用する者に対し、原単位

目標の達成を努力義務として課すとともに、鉄鋼業、セメント製造業、化学

産業、製紙業などのエネルギー多消費産業に対しては、業種・分野別にエネ

ルギー消費効率の指標（ベンチマーク指標）を設定し、中長期的に目指すべ

き水準（ベンチマーク目標）を定めて達成を求めるベンチマーク制度によ

り、省エネを推進してきた。令和３年３月末時点で、産業部門と業務部門合

わせて１５業種１９分野にベンチマーク指標及び目標が設定されている。 

ベンチマーク制度は、平成２１年度の制度開始から１０年以上が経過する

中で、各業種における事業者の省エネ取組又は非化石エネルギーの導入拡大

によって指標の値の改善が進んでおり、目標値を見直す必要性が高まってい

る。 

次の表は、産業・転換部門及び業務部門の令和２年度のベンチマーク制度

の達成状況等を業種別に示したものである。「6A 石油化学系基礎製品製造

業」及び「6B ソーダ工業」の目標達成率が 50％以上となっている。 
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こうした中、令和元年度の工場等判断基準ＷＧ中間取りまとめでは、 

『ベンチマーク目標はもともと上位１～２割が達成できる水準として導

入されたものであるが、目標年度までに多くの事業者が目標達成した

場合などは、目標値が「事業者が目指すべき高い水準」とみなせない

状況だといえる。この場合の対応として、業種内で過半の事業者がベ

ンチマーク目標を達成した場合や、目標年度が近づいた場合等には、

新たな目標値及び新たな目標年度を検討するべきである。』 

とされ、ベンチマーク目標の見直しに当たっては、以下の考えを基本とす

ることとした。 

ベンチマーク目標の水準の基本的考え方 

1. 最良かつ導入可能な技術を採用した際に得られる水準 

2. 国内事業者の分布において、上位１～２割となる事業者が満たす 

水準 

3. 国際的にみても高い水準 

 

なお、ベンチマーク指標の見直しに当たっては、以下の点を踏まえるこ

とを方針としている。 
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ベンチマーク指標の見直しの方針 

1. 当該事業で使用するエネルギーの大部分をカバーできること 

2. 定量的に測定可能であること 

3. 省エネの状況を正しく示す指標であること（省エネ以外の影響要因

を可能な限り排除する） 

例：バウンダリーの違い、製品種類の違い、再エネ・廃熱の利用等 

4. わかりやすい指標であること（過度に複雑なものは不適切） 

 

  これまでの議論を踏まえ、今年度の審議においても引き続き、業種・分野

別の課題を踏まえたベンチマーク目標及び指標の見直しを行った。  
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（１） 石油化学系基礎製品製造業 

① ベンチマーク指標の現状・課題 

石油化学系基礎製品製造業のベンチマーク指標は、エチレン等を製造するナ

フサクラッカーを対象プロセスとして以下のとおり設定され、目標値は

11.9GJ/tとなっている。令和２年度定期報告における報告事業者数は１０者で

あり、このうちベンチマーク達成は５者（50.0％）となっている。 

 

 

５割の事業者がベンチマーク目標を達成しているため、上位１～２割となる

事業者が満たす水準への引上げの検討が必要な状況である。 

また、事業者の分布は以下のとおりである。単純平均値がベンチマーク目標

値より小さい状況となっているが、これはベンチマーク指標の値が他事業者と

比較して著しく小さい者が存在しているためであり、各者のベンチマーク指標

の差が省エネ取組の差によるものなのかを確認する必要がある。 
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②調査・分析結果 

上記の課題を踏まえ、ベンチマーク指標報告事業者を対象にエネルギー使用

状況等に関する実態把握調査1を実施し、分析を行った。 

その結果、ベンチマーク指標の値が他事業者と比べて著しく小さい３者のう

ち、２者はナフサクラッカーを保有せずベンチマーク対象製品を製造していな

いためベンチマーク指標報告対象外であり、１者が副生燃料の外販分をエネル

ギー使用量から控除するに当たっての計算方法を誤っていたため指標の値が小

さくなっているということがわかった。 

報告対象外の２事業者を除外し、１事業者の指標を正しく計算した結果は以

下のとおり。目標達成率は 25％となり、単純平均値がベンチマーク目標値より

小さい状況が解消する。 

 

 

 

③ 対応の方向性 

対象８事業者の達成推移及び最新実績（令和２年度実績）について、再計算

を行った結果は以下のとおり。 

平成 29年度以降、目標達成率が 25％の状況が継続しており、現在の目標値

が「事業者が目指すべき高い水準」とみなせる状況であるため、今年度は目標

値を見直さない。 

 
1令和２年度の石油化学系基礎製品製造業ベンチマーク指標報告事業者（10 者）にアンケ

ートを発出。８月１６日～９月３日の間に回収した８者のデータを使って分析を実施。 



9 

 

 

 

  

 また、令和２年度の変動係数2は 0.069と小さく、事業者間のベンチマーク指

標のばらつきは小さい状況である。 

 その理由としては、以下の図のとおり、各事業者の製造品種構成に大きな差

がないことが挙げられる。 

 

 
2標準偏差で平均値を除した値であり、相対的なばらつきを示す。 
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したがって、製造品種の違いによる事業者間のベンチマーク指標のばらつき

は生じていないと考えられることから、補正係数を乗じる等の指標の見直しは

行わない。 
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（２）ソーダ工業 

① ベンチマーク指標の現状・課題 

ソーダ工業のベンチマーク指標は、カセイソーダ製造に係る電解工程及び濃

縮工程を対象として、以下のとおり設定され、平成 28年度に目標値の引上げ

を行い、現在の目標値は 3.22GJ/tとなっている。令和２年度定期報告におけ

る報告事業者数は２２者であり、このうちベンチマーク達成は１２者

（54.5％）となっている。 

 
 

 過半数の事業者がベンチマーク目標を達成しているため、上位１～２割とな

る事業者が満たす水準への引上げの検討が必要な状況である。 

また、事業者の分布は以下のとおりである。ベンチマーク指標の値が他事業

者と比べて著しく大きい者や小さい者が存在しているため、各者のベンチマー

ク指標の差が省エネ取組の差によるものなのかを確認する必要がある。 
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②調査・分析結果 

上記の課題を踏まえ、ベンチマーク指標報告事業者を対象にエネルギー使用

状況等に関する実態把握調査3を実施し、分析を行った。 

その結果、ベンチマーク指標の値が他事業者と比べて著しく小さい事業者

は、電解工程で使用する電気の全てを、現行省エネ法上エネルギー使用量とし

て計上されない水力自家発電による電気でまかなっていることがわかった。 

また、ベンチマーク指標の値が著しく大きい事業者など、一部事業者の電気

の使用量の報告内容に誤りがあることが確認された。 

一部事業者のベンチマーク指標を正しく計算した結果は以下のとおり。達成

率は 50％となり、また、平均値は 3.60GJ/tから 3.30GJ/tに大きく低下する。 

 

 

 

 

③ 見直しの方向性 

対象事業者の最新実績（令和２年度実績）については以下のとおり。 

上記の再計算を行った令和元年度に続き、令和２年度も目標達成率が 50％以

上であるため、現在の目標値は「事業者が目指すべき高い水準」とみなせる状

況ではない。 

よって、上位１～２割となる事業者が満たす水準へ目標値を見直す。 

 
3令和２年度のソーダ工業ベンチマーク指標報告事業者（22 者）にアンケートを発出。８

月１６日～９月８日の間に回収した 21 者（１者については事業撤退のため未回答）のデ

ータを使って分析を実施。 
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 以下の分布のとおり、令和３年度以降の対象 20事業者4のうち、上位１～２

割となる事業者が満たす水準として考えられる値は、15％の事業者（３者）が

達成している 3.00GJ/t であるため、新たなベンチマーク目標値は 3.00GJ/tと

する。 

なお、達成事業者３者のうち、２者は再生可能エネルギーを導入（うち１者

が水力自家発電を導入）しているが、１者は再生可能エネルギーを導入してお

らず、省エネ取組のみによって 3.00GJ/t以下を達成しているため、再生可能

エネルギーの導入状況に応じた補正等は行わない。 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 事業者の合併により１事業者減って 20 事業者となる。 
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また、変動係数を確認すると、0.185（令和２年度実績）と事業者間のばら

つきは一定程度存在するが、これは自家発再エネ電気（水力発電）を導入して

いる事業者による影響を含んだものであることも踏まえ、指標の見直しを行わ

ないこととする。 

なお、水力自家発電による再エネ電気導入事業者を除いて分析した場合の変

動係数は 0.127となり、事業者間の指標のばらつきは大きくないと言える。 
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（３） 国家公務 

① ベンチマーク指標の現状・課題 

国家公務のベンチマーク指標は、以下のとおり設定され、目標値は 0.700

である。令和２年度定期報告における報告事業者数は１８省庁であり、この

うちベンチマーク達成は２省庁（11.1％）である。ベンチマーク達成省庁割

合は適切な水準だが、変動係数が 0.53と高く、ばらつきの要因を確認する

ことが必要である。 

 

国家公務ベンチマーク指標 

当該事業を行っている事業所における当該事業のエネルギー使用量を①と
②の合計量にて除した値を、事業所ごとの当該事業のエネルギー使用量に
より加重平均した値 
   ①面積に 0.023を乗じた値 

②職員数に 0.191を乗じた値 

 

＜ベンチマーク値の分布（令和元年度実績）＞ 
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②調査・分析結果 

ばらつきの要因を特定するため、各省庁の定期報告書から、ベンチマーク

未達成理由を確認したところ、一時的な要因や業務特性等の個者要因を除

き、ＩＴ設備（電算室等）によるエネルギー使用が、指標の値のばらつきに

影響を与えている可能性が高いことがわかった。 

 

また、令和元年度実績を確認すると、ベンチマーク指標の値が顕著に大き

な１省が存在することがわかっている。当該省庁には電算室以外の要因があ

ると考え、ヒアリングを実施した。その結果、ベンチマーク指標算出時の面

積及びエネルギー使用量に、対象外の部分を含んで報告していることが、指

標の値のばらつきに影響を与えている可能性が高いことがわかった。 
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そこで、ベンチマーク指標の値のばらつき要因について以下の仮説を立

て、これを検証するために、アンケート調査を実施した。 

 

仮説①：エネルギー使用量が大きいＩＴ設備（電算室等）による影響 

仮説②：ベンチマーク指標算出時の面積及びエネルギー使用量に、対象外

の部分を含んで報告している影響 

 

 
 

（ⅰ）電算室による影響 

電算室におけるエネルギー使用量等を調査したところ、庁舎全体と比べ、

電算室部分の面積当たりのエネルギー使用量は顕著に大きい傾向があること

が分かった。庁舎全体で比較しても、電算室がある庁舎は、電算室がない庁

舎と比べて、ベンチマーク指標の値が大きい傾向にある。 
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また、ベンチマーク指標の値の悪化要因についてアンケートを行ったところ、

ベンチマーク指標の値が大きな事業所ほど、その理由を「電算室部分の影響のた

め」と捉えている傾向にあることが分かった。 

 

 

以上より、規模の大きな電算室がある庁舎ほど、通常の庁舎に比べて指標が悪

化する傾向があると考えられるため、電算室の影響を補正する方法の検討を行

※「第一四分位数-1.5×四分位範囲」をひげの下限、「第三四分位数+1.5×四分位範囲」をひげの上限とした場合にそこから外れ

る値（外れ値）は表示していない。 

  左のグラフ「電算室の面積あたりのエネルギー使用量」における「電算室部分のみ」の最大値（外れ値）は 9.25。 
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った。 

電算室におけるエネルギー使用量の補正方法として、以下の２案を検討した。 

 

①合算方式：電算室と電算室以外の面積を分け、電算室部分の標準的なエ

ネルギー使用量と、電算室以外の標準的なエネルギー使用量

をそれぞれ推計したうえで合算する方法。 

②控除方式：電算室部分の標準的なエネルギー使用量を推計し、庁舎全体

のエネルギー使用量（実績値）から控除する方法（電算室を国

家公務ベンチマークの評価対象外とする）。 

 

 

 

電算室がある庁舎においては、補正なしの場合（現行の方式）と比較して、合

算方式と控除方式のいずれでも、事業所単位のベンチマーク値のばらつきが小

さくなった。他方、控除方式の場合、電算室部分の省エネが評価されなくなるこ

と、また条件により「事業所における電算室以外のエネルギー使用量」の算出結

果がマイナスの値になる場合があることから、合算方式を採用することとした。 
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（ⅱ）庁舎以外の部分による影響 

指標が著しく大きい１省を対象にアンケートを実施したところ、当該省にお

ける報告対象事業所のうち、２１％には、報告対象外の部分（本来の報告対象

である庁舎以外の部分）のエネルギー使用量が含まれていたことが分かった。

当該省が保有する事業所のうち、エネルギー使用量の大きい上位 10事業所は、

現場運用施設（８事業所）と研究開発施設（２事業所）。いずれも報告対象外の

エネルギー使用量が報告内容に含まれており、これがベンチマーク値の上振れ

に繋がっている可能性がある。 

他方、報告対象外の部分のエネルギー使用量を含めて報告していた事業所の

うち、報告対象部分とそれ以外を区別して測定できる事業所は６％程度であっ

た。これらの事業所について、報告対象外の部分を分けてエネルギー使用量を

測定することを基本としつつ、面積や稼働時間での按分による補正方法を検討

するため、追加調査を実施した。 

 

 

 

 
※対象外部分を含む事業所は合計 206事業所であったが、外れ値の 10事業所を除外して分析 
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追加調査の結果、指標が著しく大きい１省において、庁舎以外の部分（現業

施設等）を含めて報告があったのは 200事業所であった。このうち、エネルギ

ー使用量を庁舎部分と庁舎以外の部分で区分して把握できる事業所は全体の

２％であったが、庁舎部分及び庁舎以外の部分における「面積」及び「稼働時

間（各事業所における定時の営業時間）」は、半数以上の事業所では算出可能と

の回答であった。 

 

 

 

 

そこで、面積及び稼働時間を用いてエネルギー使用量を補正する方法につい

て、以下の２案を検討した。 

 

分析の結果、補正なしの場合（現在の方式）に比べて、補正あり場合（案①

及び案②）では、ベンチマーク指標のばらつきが改善された。案②は、稼働時

※前回調査で庁舎以外の部分を含むとした合計 206 事業所のうち、6 事業所は庁舎以外の部分を含まない

ことがわかったため対象から除外 
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間の影響を考慮したことでベンチマーク指標のばらつきも改善されているこ

とから、②面積×稼働時間按分を採用することとした。 

 

電算室部分の補正および庁舎以外の部分の補正を組み合わせた場合、指標の

著しく大きい１省については、ベンチマーク指標の値が 3.97 から 2.70 程度に

改善された。 

 

 

ベンチマーク指標の値が顕著に大きい１省だけでなく、全省庁のデータを対

象に補正を適用した場合の効果を調べるため、特にエネルギー使用量又はベン

チマーク指標の大きい事業所を対象に調査・分析を行った。その結果、電算室と

※「第一四分位数-1.5×四分位範囲」をひげの下限、「第三四分位数+1.5×四分位範囲」をひげの上限とした場合にそこから外

れる値（外れ値）は表示していない。 
※データを取得していない事業所については、補正をしないベンチマーク指標の値をそのまま使用している。 
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庁舎以外の部分の影響を補正することにより、変動係数が 1.11 から 0.59 に低

下し、ばらつきが改善された。国家公務におけるベンチマーク指標（令和２年度

報告）の変動係数は 0.53であったが、今回検討を行った補正方法を適用するこ

とで、同程度のベンチマーク指標のばらつきの改善が期待できると考えられる。 

 

 

 

③見直しの方向性 

以上より、国家公務のベンチマーク指標は、報告対象外の部分を分けてエネル

ギー使用量を測定することを基本としつつ、以下の計算式に従い、電算室部分の

補正および庁舎以外の部分の補正を組み合わせた方法により算出を行うことと

する。 

 ベンチマーク目標については、現時点では見直さないこととするが、今後、定

期報告によるデータを分析し、必要に応じて見直しを検討する。 
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３．ベンチマーク対象業種の拡大 

 

ベンチマーク制度は、2009 年度よりエネルギー使用量の大きい産業部門

から導入したものであるが、2016年度からは流通・サービス業といった業務

部門にまで対象を拡大し、2019年度からは、大学、パチンコホール、国家公

務が対象となった。 

 

   ベンチマーク制定時の基本的考え方として、平成２０年度総合資源エネ

ルギー調査会省エネルギー基準部会工場等判断基準小委員会とりまとめに

おいて、 

 『セクター別ベンチマークとは、同様もしくは非常に近い手法によりエネ

ルギーを使用している特定の事業（製品やその製造方法又は提供サービ

スの種類やその提供手法等により区分可能な範囲）について、そのエネ

ルギーの使用の合理化の状況を比較できる指標を設定し、省エネルギー

が他社と比較して進んでいるか、遅れているかを明確にし、非常に進ん

でいる事業者を評価するとともに、省エネルギーが遅れている事業者に

更なる努力を促すものである。』 

と記載されている。 

ベンチマーク対象業種の拡大の検討に当たっては、上記の考え方を基本と

するとともに、既存のベンチマーク対象業種の規模（以下１～３）を踏まえ、

①～⑥の関係業界等と議論を行った。 

 

＜既存のベンチマーク対象業種の規模＞ 

1. 事業全体のエネルギー使用量（100万 kl以上） 

2. 業種全体の事業者数（100者以下） 

3. 一事業者当たりのエネルギー使用量（１・２を踏まえて検討） 
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   上記の業種については、同一の業種であっても、個社ごとに主要な製造

製品が異なり、それぞれの製造工程も多様であるため、業界共通のベンチ

マーク指標の設定が現状では困難であるとの意見もあったが、このうち、

主要な製品が酸素・窒素・アルゴン等と限定的である圧縮ガス・液化ガス

製造業と、過去にベンチマークの検討を行ったことのある自動車製造業の

２つの業種について、ベンチマーク制度導入の可能性を検討した。 

   また、上記の業種に加え、今後エネルギー使用量の大幅な増加が見込ま

れるデータセンター業についても、ベンチマーク制度導入の検討を行っ

た。 
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（１） 圧縮ガス・液化ガス製造業 

① 現状・課題 

圧縮ガス・液化ガス製造業は、主として圧縮又は液化した酸素、窒素、アル

ゴンなどを製造する事業であり、業種全体のエネルギー使用量は約 272万 kl

と大きい。 

主な製造方法は、空気を原料とする深冷分離、吸着分離及び膜分離の３つで

あり、それぞれによって設備構成（製造プロセス）が異なる。 

ベンチマーク制度の導入に当たっては、事業者間のエネルギー消費原単位の

ばらつきが大きい点が課題である。 
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② ベンチマーク指標の検討 

圧縮ガス・液化ガス製造業において、事業者間のエネルギー消費原単位のば

らつきが大きい理由としては、以下の２点が考えられる。 

・各者の製品の構成（品種、液体・気体の別、圧力区分）に違いがあること 

・品種等によって通過するプロセスが異なりエネルギー使用量に差が生じて

いること 

このため、省エネ取組とは無関係な要素によって事業者間のエネルギー消費

原単位にばらつきが生じていると考えられるため、それを可能な限り是正し、

省エネの状況を適切に示す指標を検討する必要がある。 

これらを踏まえ、まずは対象とする製造方法について決定したうえで、エネ

ルギー消費原単位のばらつきの是正方法について検討を行った。 

 

 ⅰ）対象とする製造方法 

ベンチマーク指標の設定に当たって、圧縮ガス・液化ガス製造事業者へエネル

ギー使用状況等に関する実態把握調査5を実施し、その結果をもとに、いずれの

製造方法を対象とするかについて検討を行った。 

調査の結果、分析対象の全ての事業者が深冷分離方法を採用しており、深冷分

離方法のエネルギー使用量が全体の 99.6％（2020年度実績）を占めることが分

かった。 

 ２事業者は深冷分離方法と併せて吸着分離方法も採用しているが、原単位に

着目すると、吸着分離方法（0.119kl/千 N㎥）と深冷分離方法（0.082kl/千 N㎥）

とは一定程度の差があり、両者の単純な比較は困難であること、吸着分離法によ

るエネルギー使用量が小さいことから、深冷分離方法のみをベンチマークの対

象とすることとする。 

 

 

 ⅱ）補正方法の検討 

前述の調査・分析の結果、深冷分離方法に限定してエネルギー消費原単位の変

動係数を算出したところ、その値は 0.535（2020年度実績）であり、事業者間の

原単位のばらつきが大きいことが改めて確認された。 

 
5日本産業・医療ガス協会会員企業（63 者）へアンケートを発出。１０月１９日～１１月 

１９日の間に回収した 43 者（空気分離法採用事業者）のデータを使って分析を実施。 
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ばらつきの補正方法としては、以下の２通りを検討した。方法Ａは指標がシ

ンプルとなる一方で、方法Ｂの方が使用するエネルギーの多くを捕捉できると

いうメリットがある。 

方法Ａ．共通プロセスに限定した上で、エネルギー消費原単位の補正は行わ

ない 

方法Ｂ．プロセス全体を対象とし、エネルギー消費原単位に製品構成を考慮

した補正係数を乗じる 

 

 

ⅱ）―１ プロセスの限定 

深冷分離方法は、以下のとおり、原料空気の分離に係るプロセス（Ⅰ）、分離

ガスの昇圧等に係るプロセス（Ⅱ）及びプロセス全体の冷却等に係るユーティリ

ティ設備（Ⅲ）で構成される。 
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（Ⅰ）（Ⅲ）は、製品の圧力区分や液体・気体の別によらず必要であり、これ

らのプロセス（以下、「共通プロセス」という。）におけるエネルギー使用量は全

体の 82%を占める。 

 

ばらつきの要因として、製品構成（圧力区分や液体・気体の別）によって事業

者が保有するプロセスが異なることが考えられるため、共通プロセスに限定し

てエネルギー消費原単位を算出した結果、変動係数は 0.535から 0.581となり、

事業者間の原単位のばらつきは改善しなかった。 

 
 

その理由として、（Ⅰ）のプロセスの中でも液化ガス採取率を高めることなど

を目的とした追加設備（例：循環窒素圧縮機）の有無など、事業者間の製造設備

構成の差が生じているためと考えられる。 

以上より、「方法Ａ．共通プロセスに限定した上で、エネルギー消費原単位の

補正は行わない」では、事業者間の原単位のばらつきが改善しなかったことを踏

まえると、この方法で指標を設定することは困難である。 
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ⅱ）―２ 製品構成を考慮した補正係数の導入 

続いて、「方法Ｂ．プロセス全体を対象とし、エネルギー消費原単位に製品構

成を考慮した補正係数を乗じる」の検討を行った。 

補正係数を作成するには、製品別のエネルギー消費原単位が必要となる。回帰

分析によって製品別原単位を推計しようとすると、サンプル数に対して説明変

数が多く、統計的に有意かつ妥当な結果を得るのが困難であると考えられるた

め、熱力学的な理論値を用いて製品別原単位を推計する方法6を採用した。 

 推計結果は以下の表のとおりであり、特に、気体（圧縮ガス）・液体（液化ガ

ス）の別による差が大きいことが分かった。 

 

 

【参考】理論値算出の際のプロセスモデル 

 

 製品別原単位の推計値（理論値）の妥当性を確認するため、アンケート結果を

もとに回帰分析によって算出した原単位との比較を行った。 

 前述の通り、アンケート結果をもとに圧縮ガスの圧力別等の原単位まで求め

ることは困難であるため、圧縮ガス・液化ガスの２区分について、回帰分析7に

よってそれぞれの原単位を算出した。 

 
6標準的なプロセスモデルを仮定し、分離、圧縮・液化の各工程に要するエネルギー使用

量の理論値（効率 100％）を算出。 
7説明変数を減らすために、圧力区分の影響が少ない共通プロセスを対象とし、さらに製

品を液化ガス（液体）と圧縮ガス（気体）の２種類に限定して回帰分析を実施。  
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 アンケート結果の回帰分析により算出された原単位（実測値）と熱力学モデル

による原単位（理論値）を比較した結果、実測値は理論値の 1.6～1.7倍大きい

結果となったが、圧縮ガス・液化ガスで同様の傾向となった。 

 

※熱力学モデルにおける圧縮ガスは 0.25MPaGとし、酸素・窒素・アルゴンの比率は業界全

体の値を採用。 

 

実際のプロセスでは、圧力損失やコールドボックスへの入熱などのロスがあ

ることを考慮すると、理論値と実測値の差は妥当な水準に収まっていると考え

られる。 

また、圧縮ガスと液化ガスの相対的な大小関係についても、上述のとおり再現

できているため、理論値をもとに補正を行うことは妥当と考えられる。 
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 理論値を用いて、2020 年度の各者の実績値を業界の平均的な製品構成になっ

た場合のエネルギー消費原単位に補正した結果、変動係数は 0.535から 0.306に

改善し、事業者間の原単位のばらつきが縮小した。 

 

 

以上より、「方法 B．プロセス全体を対象とし、エネルギー消費原単位に製品

構成を考慮した補正係数を乗じる」により、事業者間の原単位のばらつきが改善

したことを踏まえ、この方法で指標を設定することが適切である。 

 

③ ベンチマーク指標の設定 

 これまでの分析結果を踏まえ、ベンチマーク指標として、深冷分離方法を対象

とし、製品によるエネルギー消費原単位の違いを補正する形とする。 

 なお、補正に当たっては、各事業者が業界の平均的な製品構成になった場合の

値(推計値)に補正することとしている。また、補正の算定の際に用いる製品ごと

の固定値は、工場等判断基準の別表に定める。 

 

圧縮ガス・液化ガス製造業のベンチマーク指標 

 深冷分離方法による圧縮ガス・液化ガス等生産量(千 N㎥)当たりのエネルギ

ー使用量×補正係数※ 

 

※ 業界の平均的な製品構成になった場合のエネルギー使用量 

÷ 各事業者の製品構成を考慮したエネルギー使用量 
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④ 目標値の設定 

補正後のエネルギー消費原単位の分布を確認すると、一部事業者において

は、LNG冷熱8の利用によって原単位が大幅に低くなっていることが確認され

た。具体的には、全事業所で LNG冷熱を利用する事業者（LNG 冷熱利用施設の

みの事業者）における補正後の平均原単位は 0.081であり、それ以外の事業者

の平均原単位（0.190）と比較して半分以下となっている。 

このため、目標水準の設定に当たっては、LNG冷熱利用事業者とその他事業

者の省エネ取組が適切に評価されるよう検討を行った。 

 

 

 
8 約－160℃の LNG が蒸発して再ガス化するときに、周囲から熱を奪い冷却する能力 
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 LNG冷熱の利用については、以下の３点を踏まえると、事業者の省エネ取組と

見なせる。 

 ・いずれの事業者も LNG冷熱を有償利用している 

 ・冷熱の供給量が他事業者の LNG消費量の制約を受けるリスクがある 

 ・国内の LNG 冷熱は全てが有効に活用されているとは言えず、更なる活用の

推進が必要である 

  

一方で、工場の立地等により LNG冷熱を利用できない事業者が多数存在する。 

 上記の点を踏まえ、以下の３点を満たすような目標値の設定方法を検討した。 

 ・現在未活用の LNG冷熱の利用が促されること 

 ・既に LNG 冷熱を利用している事業者についても、更なる省エネ取組が促さ

れること 

 ・LNG冷熱を利用できない事業者についても、省エネ取組が適切に評価される

こと 

 

 具体的には、全ての事業所で LNG 冷熱を利用している事業者と、それ以外の

事業者（一部事業所で LNG冷熱を利用する事業者も含む）に分けて、それぞれ目

標値を設定する。 

 この区分によって、前者の区分では、LNG 冷熱利用事業者同士の比較により、

当該事業者の更なる省エネ取組が促される。また、後者の区分では、LNG冷熱を

利用できない事業者であっても達成可能な目標としつつも、一部事業所で LNG冷

熱を利用する事業者と利用しない事業者が混在するため、LNG 冷熱の更なる利用

も促すことが可能となる。 
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 目標値は、それぞれの区分で上位１～２割の事業者が達成している水準に設

定する。具体的には、以下のとおり、LNG冷熱利用事業者については 0.077kl/千

N㎥9、その他の事業者については 0.157kl/千 N㎥10に設定する。 

 

 

なお、目標値の区分については、今後の省エネ法のエネルギーの定義見直しの

検討における LNG 冷熱の扱いを踏まえて、必要に応じて見直すこととする。 

  

 
9 2020 年度の平均値から 1 シグマ引いた値。対象事業者が少ない業種のベンチマーク目

標（例：高炉製鉄業、小型コンビニエンスストア運営事業）設定の際に用いる手法を採

用。 
1015％程度の事業者が達成している水準に設定。 
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（２） 自動車製造業 

① 現状・課題 

自動車製造業は、主として各種自動車の完成品及び自動車シャシーの製造並

びに組立てを行う事業である。以下のとおり、業界全体のエネルギー使用量が

約 186万 klと多く、事業者数も適切であるが、主要な製品等が各者で異なる

ため、原単位のばらつきが大きい。 

 

 

② ベンチマーク指標の検討 

自動車製造業をベンチマーク対象業種とすることが可能か検討するため、自

動車製造事業者のうち、主に車体製造・組立を行う車両工場を対象に調査11を

実施し、分析を行った。 

 

 

 その結果、エネルギー消費原単位の変動係数は 1.499（2020 年度実績）であ

り、事業者間のエネルギー消費原単位のばらつきが非常に大きいことが分かっ

た。 

 
11車両工場を保有している事業者（25 者）へアンケートを発出。７月２１日～１１月１

８日の間に回収（差し替え等含む）した 18 者のデータを使って分析を実施。 
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 その理由としては、以下の３点が考えられる。 

 ・主に乗用車を製造する事業者とバス・トラックを製造する事業者との間で

原単位に大きな差がある 

 ・一部事業者において、部品製造等に係るエネルギー使用量が含まれている 

 ・製造車種構成の違いによって原単位に差が生じている 

 

 上記を踏まえ、対象とする事業者、製造工程の範囲と、製造車種構成の違い

によるばらつきの補正方法について検討を行った。 

 

ⅰ）対象とする事業者 

まず、乗用車製造事業者とバス・トラック製造事業者を分けて分析すると、

エネルギー消費原単位の事業者平均値（単純平均）はそれぞれ 0.129(kl/台)と

0.589(kl/台)であり、その差は大きい。 

変動係数については、両者を分けて分析した場合、バス・トラック製造事業

者では 0.877、乗用車製造事業者では 0.294に低下する。 

また、エネルギー使用量にも着目すると、乗用車製造事業者が９割超を占め

ることから、対象を乗用車製造事業者に限定する。 

 

 

 

ⅱ）対象とする製造工程 

 車両工場では、主に車体製造・組立を行っているが、一部の事業者では部品

製造（エンジンも含む）も行っており、そのエネルギー使用割合は車両工場全

体の 17％を占めている。 
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 対象プロセスを車体製造・組立工程に限定し、各者のバウンダリーを揃えた

場合、乗用車製造事業者の原単位の変動係数は 0.294から 0.263 に改善し、事

業者間の原単位のばらつきが縮小する。 

 また、部品製造については、内製/外製の生産比率が各社で異なり、横並び

での比較が困難であることから、対象プロセスを車体製造・組立工程に限定す

る。 

 
 

ⅲ）製造車種構成の影響 

 原単位のばらつきの更なる是正に向けて、乗用車の製造車種構成による影響

について分析を行った。 

 乗用車製造事業者の主要製品である普通自動車、小型自動車、軽自動車、軽

トラック等について、エネルギー消費原単位に着目して分析を行った結果、こ

れらの４車種は、①普通自動車・小型自動車と、②軽自動車・軽トラック等の

２つにグルーピング12でき、①の生産比率が高くなるほど原単位が大きくな

り、②の生産比率が高くなるほど原単位が小さくなることが分かった。 

 
12回帰分析の結果、普通自動車と小型自動車については、それぞれの生産比率が高まるほ

ど原単位が大きくなるという同様の傾向を示し、軽自動車と軽トラック等については、そ

れぞれの生産比率が高まるほど原単位が小さくなるという同様の傾向を示したため、「普

通自動車・小型自動車」「軽自動車・軽トラック等」の２区分に統合。 
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 工程毎の原単位を確認すると、検査・出荷工程を除いて①の原単位は②より

大きく、絶対値で見た場合、特に塗装工程において原単位に差が生じている。

工程全体では、両者の原単位の差は２倍近い。 

 
 分析結果を踏まえ、「普通自動車・小型自動車（0.120kl/台）」及び「軽自動

車・軽トラック等（0.068kl/台）」の２区分に原単位（固定値）を設定し、業

界の平均的な車種構成になった場合のエネルギー消費原単位に補正した。 
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その結果、2020 年度実績において変動係数は 0.303から 0.222 に改善した。

また、各年度においても変動係数が 0.2前後に改善し、事業者間の原単位のば

らつきが縮小した。 

 

なお、動力源の違い（燃料、ＥＶ等）の影響についても分析を行ったが、Ｅ

Ｖ等の全体に占める生産割合が 2.5％と小さいことや、車体製造・組立工程で

は動力源の違いによるエネルギー消費原単位に大きな差が生じることは想定さ

れないことも踏まえ、現時点でこれらの原単位を正確に求めることが困難であ

るため、補正の際に考慮しないこととする。 

 

 

③ まとめと課題 

これまでの検討の結果、自動車製造業をベンチマーク対象業種とする場合、

以下の方法が考えられる。 
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対象事業 者：主に乗用車を製造する事業者 

対象プロセス：車体製造・組立工程 

指    標：エネルギー消費原単位×補正係数（「普通自動車・小型自動

車」「軽自動車・軽トラック等」の２区分考慮） 

  

 他方で、対象事業者やプロセスを限定した場合、ベンチマーク指標で捕捉さ

れるエネルギー使用量は全体の約 35％となる。 

 ベンチマーク目標達成事業におけるエネルギーの使用割合が全体の 50％以上

を占める場合にＳクラス評価となるところ、車体製造・組立工程を含む「自動

車製造業」のエネルギー使用量が全体13の 50％を超える事業者は約７割であ

る。 

 エネルギー捕捉率向上のため、部品製造工程を対象にしたベンチマーク指標

を別途設定する方法も考えられるが、以下の課題が存在する。 

 ・品目が多く、事業者毎の生産状況も異なるため、対象プロセスのバウンダ

リーを決定するのは困難 

 ・事業環境の変化（電動車の生産拡大等）により、今後原単位が大きく変化

する可能性がある 

 

将来的には部品製造工程を対象にしたベンチマーク指標の設定も考えられる

が、まずは車体製造・組立工程を対象にベンチマーク指標を導入することとす

る。 

今後、対象プロセスのバウンダリーを機器・設備単位で精査し、上位１～２

割の事業者が満たす水準を目標値として設定し、令和５年度より導入を目指

す。 

なお、今後の電動化の進展等により、指標と実態に乖離が生じた場合には、

必要に応じて見直しを行うこととする。 

 

 

  

 
13日本標準産業分類の細分類における「自動車製造業（二輪自動車を含む）」、「自動車車

体・附随車製造業」、「自動車部分品・附属品製造業」に該当するエネルギー使用量の合計 
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（３） データセンター業 

① 現状・課題 

国内のデータセンターにおける消費電力量は約 140億 kWh（2018年）と

推計され、日本全体の消費電力量（9,815億 kWh）の約 1.4％を占めてい

る。今後、デジタル化の進展に伴い、国内のデータセンターの消費電力量

は更に増加していくことが想定され、2030年には 2018年比で約６倍以上

に増加するとの分析もある。 

 

 

また、データセンターを保有する者の定期報告書におけるエネルギー消

費原単位の分母（エネルギー消費と密接な関係を持つ指標）は、「延床面

積」、「ＩＴエネルギー使用量」、「ラック数」など多種多様である。事業者

の事業形態によっては、省エネ取組み状況を適切に表現できていない可能

性がある。 

 

※

出典：国立研究開発法人科学技術振興機構 低炭素社会戦略センター 
「情報化社会の進展がエネルギー消費に与える影響（Vol.2）－データセンター消費エネルギーの現状と将来予測および技術的

課題－」（令和 3年 2月）（注）試算では、機器の効率向上を前提としていない 
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このため、データセンターのベンチマーク制度対象化も含めて更なる省

エネを促す枠組みの検討を行う必要がある。 

 

② 指標の検討 

ⅰ）対象とするデータセンター業の定義  

省エネ法定期報告書において、データセンターを保有する者の主たる

業種の大分類は「情報通信業」又は「サービス業（他に分類されないも

の）」となっているが、小分類は多岐に渡る。 

 

 

ここでは、データセンター業を、データの処理を目的とした、データ

センター（コンピュータやデータ通信のための装置を設置及び運用する

ことに特化した建物又は室）を運営又は利用し、情報処理に係る設備又

は機能の一部を提供する事業）と定義する。 

 

ⅱ）ベンチマーク指標の設定 

ベンチマーク指標は、①当該事業で使用するエネルギーの大部分をカ

バーし、②定量的に測定可能であり、③省エネの状況を適切に示す、④

わかりやすい指標であることが基本原則である。 

 

（出典）データセンター調査報告書 2020（インプレス総合研究所）に記載のデータセンターのうち、2020年度に定期報告を

行った事業所を対象に集計 

（出典）データセンター調査報告書 2020（インプレス総合研究所）に記載のデータセンターのうち、2020年度に定期報告を行

った事業所を対象に集計 
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データセンターにおける電力の使用用途は、主に（１）付帯設備（空

調・電源供給、照明）、（２）ＩＴ機器（サーバ）に分けられるため、これ

らのエネルギー使用量をカバーし、省エネの状況を正しく示す指標の設定

が求められる。  

データセンター業は、事業形態により、これらの付帯設備やＩＴ機器といった

エネルギー消費設備に係るエネルギー管理権原の所在が異なる。具体的には、

ハウジング事業者、ホスティング事業者（クラウド事業者・自社利用を含む）

に大別されるため、下記のとおり事業形態を区分分けし、付帯設備の省エネに

係る指標をＡ指標、ＩＴ機器の省エネに係る指標をＢ指標として、ベンチマー

ク指標の検討を行った。 

区分Ⅰ：ハウジング事業 

（データセンターを所有し、他者に機能を貸し出す事業） 

区分Ⅱ：ホスティング事業α（オーナー型） 

（データセンターを所有し、かつ、機能を利用する事業）  

区分Ⅲ：ホスティング事業β（テナント型） 

（データセンターを所有せずに、機能を利用する事業） 

 
検討に当たっては、事業者へのアンケートを実施し、データセンターの

エネルギー使用量等の調査を行った。 
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ⅱ）－１ Ａ指標に関する検討 

Ａ指標については、国際的にも付帯設備のエネルギー消費効率を示す指標

として広く使われている PUEの適用が可能であるか検討を行った。PUEは以

下の式で定義される。 

検討に当たっては、①ＰＵＥを算出可能な事業所の割合、②事業所毎の算

出方法、③事業所毎の分布について調査した。その結果を踏まえ、ＰＵＥの

測定・計算における課題や、指標の値のばらつきについて検討を行った。 

 

ＰＵＥ （Power Usage Effectiveness） 

 ＝DC全体のエネルギー使用量 ÷ ＩＴ機器のエネルギー使用量 

 

【参考】ＰＵＥ（Power Usage Effectiveness）の定義 

データセンターにおけるエネルギーの計測範囲は、ＩＴ機器・施設全

体・対象外施設に分けられる。ＰＵＥは、データセンター施設全体の消費

エネルギーをＩＴ機器の消費エネルギーで割った値。データセンター施設

全体が、ＩＴ機器の何倍の消費エネルギーで稼働しているかを示す指標。 

 

 

まず、PUEを算出可能な事業者がどの程度存在するかの確認を行った。事業

者へのアンケートの結果、ＰＵＥの回答があった事業所は全体の約３割であっ

た。経営上の理由から回答しなかった事業所も併せれば、約６割の事業所でＰ

ＵＥの算出が可能であると考えられる。ＰＵＥを算出不可と回答した事業所に
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おけるＰＵＥを回答できない理由は、「算出に必要な情報を計測していないた

め」が約８割を占める。 

 

 

 

ＰＵＥの測定が困難な事業者の実態について、さらに詳細に検討するため、

ＰＵＥの測定可否と、データセンターの規模の関係について分析したところ、

サーバー室面積が小さい事業所ほどＰＵＥの測定が困難であることが確認され

た。サーバー室面積が 300㎡未満の事業所においては、以下の理由でＰＵＥ算

出が困難であると考えられるため、ベンチマーク指標の報告を求めないことと

する。 

・ 古いデータセンターにおいては、電力計が受電側（大元）にしか設置され

ていない。 

・ 瞬時値計を設置しているが十分な頻度で測定を行っていない。 

・ 測定に必要な作業人員の確保が困難。 

 

300㎡以上の事業所については、原則として計測を行うよう促していく。 
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なお、面積に 300 ㎡未満のサーバー室を対象外とした場合、約２割の事業所

が報告対象外となる一方で、エネルギー消費量の補足率の推計結果は 98.9%で

あり、大きく低下しないことが分かっている。 

ただし、 サーバー室面積 300㎡の事業所におけるエネルギー消費量は、ア

ンケート結果から 800kl/年程度と推計され、サーバー室面積 300㎡程度のデー

タセンターを 2事業所以上保有すると、エネルギー使用量が 1,500kl を超過

し、特定事業者となる可能性が高いことから、300㎡未満であっても報告は可

能とすることとする。 

 

 

続いて、ＰＵＥの回答があった事業者が、どのような方法でＰＵＥを算出し

ているかについて、確認を行った。 

ＰＵＥを回答した事業所のうち、63％は日本データセンター協会（JDCC）ガ

イドラインに基づいて算出していた。これを踏まえ、ＰＵＥの算出方法につい

ては、JDCC発行の「ＰＵＥ計測・計算方法に関するガイドライン」（以下、Ｐ

ＵＥガイドライン）に準拠することとした。 

他方、ＰＵＥガイドラインの公表のみではＰＵＥを適切に算出できない事業

者が一定数存在することが想定されるため、ＰＵＥガイドラインの周知・理解

促進の実施が併せて必要である。 
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以上より、現状でも多くの事業者が PUEを算出しており、算出方法について

も既にガイドライン等が整備されていることから、ＰＵＥをＡ指標として採用

することは妥当であると考えられる。 

ＰＵＥをベンチマーク指標とした場合の目標水準の設定や事業者間のばらつ

きについて検討を行うため、回答があった事業者のＰＵＥの分布を確認した。 

アンケートの結果によれば、ＰＵＥの最頻値は 1.6以上～1.8 未満であり、

ＰＵＥの上位 10%～20％は 1.4程度である。また、事業者間のばらつきについ

て確認したところ、一部にはＰＵＥが 3.0を超える事業所も存在するが、変動

係数は 0.187であり、ばらつきは比較的小さいといえる。以上の結果を踏ま

え、Ａ指標については、ＰＵＥを採用し、目指すべき水準は、アンケート回答

事業者の上位 15％程度に相当する「1.4以下」とすることとした。 

目標水準については、ＰＵＥ算出方法を統一した初年度報告結果を以て、必

要に応じ見直しを実施する。 

 

➢ ＩＴ機器エネルギー使用量を分電盤出力で測定できない場合など、運用実態を踏まえ
た算出方法（ダウントランス、ケーブルのロスの目安等）が定められている。 

➢ 2021年度中に改訂される予定。 
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なお、有識者へのヒアリングを実施したところ、ＰＵＥの目指すべき水準の

設定にあたり考慮すべき要素として、以下ハウジング事業とホスティング事業

（クラウド事業含む）とで、以下の通り稼働率やファシリティスタンダードレ

ベルの違い等により実現できる値に差が生じる可能性が指摘されているが、今

回のアンケートの分析結果においては、稼働率及びファシリティスタンダード

レベルによるＰＵＥの差異は認められなかったため、制度導入に当たっては考

慮しないこととした。 

なお、今後クラウド事業者のエネルギー消費量が増大することが見込まれる

ため、事業形態を踏まえた水準の設定については、制度導入後改めて検討を行

うことする。 

 

①稼働率 

ハウジング事業および通常のホスティング事業においては、データセン

ターの開設当初はテナントが全て埋まっておらず、空調等の付帯設備を効

率的に稼働できない。稼働率が低い場合でも、データセンターの稼働には

一定のエネルギーが必要となるため、ＰＵＥが悪化する要因となる。 

他方、クラウド事業においては、データセンターの開設当初から稼働率

を最大化することが可能。 

 

②ファシリティスタンダードレベル14 

信頼性の高いデータセンターでは、冗長性を担保するために付帯設備

（バックアップ電源設備等）を多く必要とするため、ＰＵＥが不利となる

要因となる。他方、クラウド事業においては、他の事業所と連携すること

で冗長性を担保できるため、ファシリティスタンダードレベルを低く設定

することが可能。 

 

その他、ＰＵＥに影響を与える要素として、以下の３つが挙げられるが、こ

れらは省エネ取組の一環と考えられるため、ベンチマーク指標上は考慮しない

こととした。 

 

①サーバー室の空調温度 

室温設定によって、エネルギー消費量が変わり、結果的にＰＵＥにも影響

を与える可能性がある。 

→テナントと協同して行う省エネ取組の一環と考えられる。 

 
14データセンターの信頼性を実現するためのファシリティ管理基準（日本データセンター協会

制定）。TierⅠ～Ⅳの 4 段階が設定されている。 
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②地域性 

立地によって、冷房エネルギー消費量が変わるため、ＰＵＥにも影響を与

える可能性がある。 

→データセンターの立地選定は省エネ取組の一環と考えられる。 

 

③築年数 

築年数の経っているデータセンターでは、古い設備を運用しており、ＰＵ

Ｅ上悪化するケースがある。 

→開設後の設備更新は省エネ取組の一環と考えられる。 

 

 

【参考】海外制度におけるＰＵＥの水準 

ＰＵＥ1.4 という水準は、国際的にみても高い水準であり、ベンチマー

ク基準の原則の一つである「国際的にも高い水準か」という点も満たすと

考えられる。 

 

 

  



51 

 

ⅱ）－２ Ｂ指標に関する検討 

Ｂ指標については、まずはＩＴ機器のエネルギー使用量について、以下の

ような式で算出することを想定し、①ＩＴ機器のエネルギー使用量を測定可

能な事業所の割合、②候補となる生産数量の把握状況、③生産数量とエネル

ギー使用量の相関関係について調査し、生産数量候補の絞り込みや課題の整

理を行った。 

 

Ｂ指標 ＝ ＩＴ機器のエネルギー使用量 ÷ 生産数量（事業活動量） 

 

まず、ＩＴ機器エネルギー使用量を測定可能な事業所の割合について調査

を行ったところ、該当する事業所は全体の 76％であった。従って、Ｂ指標の

分子として、ＩＴ機器のエネルギー使用量を用いることは可能と考えられ

る。他方、ＩＴ機器エネルギー使用量を測定している事業所のうち、瞬時値

により計測している事業所が 36%を占め、推奨される積算電力量計を設置し

ている事業所は 27%に留まっており、事業所毎の計測方法の差が指標に及ぼ

す影響について留意が必要である。 

 

 

続いて、Ｂ指標の分母にあたる生産数量（事業活動量）について検討を行

った。まず、算出可能率※を確認したところ、最も高いのは契約ラック数

（96%）、次いでサーバー室面積（94％)であった。その他の項目については

回答が非常に少なく、算出可能率※は 44%～65％となっている。 
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多くの事業所が把握している契約ラック数とサーバー室面積について、エネ

ルギー使用量との相関を分析したところ、両者とＩＴ機器のエネルギー使用量

との間には、強い正の相関があり、いずれもエネルギー使用量と密接な関係を

持つ数量であることが確認された。他方、事業形態ごとの運用方法の違いが考

慮されていない点など、これらを業界共通の指標とするには課題が多い。 

 

 

 

エネルギー使用量を生産数量で除した原単位方式の指標以外では、ＩＴ機器

の省エネ性能に着目した指標が考えられる。指標の普及状況を確認するため、

現在、業界団体や国際機関等で検討が進められている性能指標のうち、代表的

なものとして SEEM、ＩＴEEsvの算出状況についてアンケートを行った。調査

の結果、これらの指標を算出・把握していると回答した事業者はおらず、普及

は進んでいないことがわかった。普及が進んでいない理由としては、計算方法

が複雑であることなどが挙げられる。 
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【参考】「ＩＴ機器」の省エネ性能指標一覧 

 

 

以上より、「ＩＴ機器」については、 国際的にも検討段階にあるため、引き

続き調査研究を行うこととし、現時点での指標設定を見送ることとした。 

次年度に向けては、ＩＴ機器のエネルギー使用量に関する情報を省エネ定期

報告で収集する等、他制度と連携し、情報収集を行っていく。 
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 ⅲ）定期報告におけるエネルギーの算定方法の見直し  

現行省エネ法の定期報告のエネルギー消費原単位の算定において、ＩＴ機

器はハウジング事業者等の保有するデータセンター内にあり、ＩＴ機器を預

けている事業者の事業場とはいえないことから、データセンターの事業形態

にかかわらず、当該機器のエネルギー使用量はデータセンターを設置してい

る事業者が算入することとされている。そのため、データセンター運営事業

者（ハウジング事業者等）は、データセンターで使用する全てのエネルギー

使用量を算入している一方、データセンター利用者（テナント型ホスティン

グ事業者等）は、ＩＴ機器に係るエネルギー使用量を算入していない。 

他方で、データセンターの運営事業者は、データセンターの貸し出しのみ

を行うため、ＩＴ機器に係るエネルギー管理権原がなく、当該機器に係る省

エネ取組には限界がある。 

 

また、一般的なテナントビルについては、ビルオーナーは、ビル全体のエネ

ルギー使用量から、テナントにエネルギー管理権原※がある設備のエネルギ

ー使用量を除いた量について報告義務があり、コンセントの使用量（テナン

ト専有部の持ち込み OA機器等）は除外してよいこととされている。テナント

は、エネルギー管理権原の有無に関わらず、テナント専有部の全てのエネル

ギー使用量について報告義務がある。 

 

 

 

➢ テナントビルにおけるオーナーの定期報告対象範囲 

   ＝（ビル全体のエネルギー使用量）－（テナントにエネルギー管理権原
※

がある設備のエネルギー使用量） 
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データセンターについても、利用者（テナント）の当該エネルギー使用量が

個別に計測できる場合には、利用者（テナント）が、ＩＴ機器等に係るエネル

ギー使用量について報告することが適切であると考えられる。 

 また、データセンターにおける備付の空調・照明についても、テナントビル

における扱いを踏まえ、オーナーとテナントが共同で省エネを進める観点か

ら、（例：ＩＴ機器の選定は、空調エネルギー使用量にも影響）運営事業者

（オーナー）及び利用者（テナント）のいずれもエネルギー使用量を算入して

報告することとする。 

 

 

 

加えて、各事業者の省エネ取組み状況を適切に評価するため、エネルギー使

用量と密接な関係を持つ契約ラック数またはサーバー室面積を、望ましい生産

数量として提示し、事業者に報告を求めていくこととする。 

 

 

  



56 

 

 ⅳ）検討のまとめ 

以上を踏まえ、データセンターにおけるベンチマーク制度については、建

物・付帯設備については、ＰＵＥを指標とし、ＩＴ機器については下記の２

段階で検討を進めこととする。 

 

次年度：ＩＴ機器のエネルギー使用量等を把握 

    ―データセンターの活動量に関する報告を求めることで、現

状把握を行い、更なる検討を進める。 

将来  ：ＩＴ機器のエネルギー消費効率指標を導入 

―国際標準指標の普及を見据え、指標及び導入時期を検討 
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４．おわりに 

 

  今年度の工場等判断基準ワーキンググループでの議論を通じて、既存の対

象業種では、ソーダ工業のベンチマーク目標値及び国家公務のベンチマーク

指標を見直すこととした。 

  また、令和４年度からデータセンター業及び圧縮ガス・液化ガス製造業を新

たに対象業種に追加することとした。 

 

既存の対象業種のベンチマーク指標・目標値の見直し及び対象業種の拡大に

ついては、今後の定期報告によるデータを確認しながら、「ベンチマーク指標

の見直し方針」又は「ベンチマーク目標の水準の基本的考え方」を踏まえて、

必要に応じて行っていくこととする。 

 

なお、改正が検討されている省エネ法におけるエネルギーの定義の見直しが

ベンチマーク制度に与える影響については、来年度以降の本ワーキンググルー

プで議論を行うこととする。これに加えて、工場等判断基準や一次エネルギー

換算係数の見直しについても、来年度中に一定の方向性を得ることを目指して、

本ワーキンググループで議論を行う。 
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参考資料 

圧縮ガス・液化ガス製造業のベンチマーク指標の計算例 

（前提条件） 

  生産量：13,600千 N㎥/年（内訳は下表） エネルギー使用量：2,300kl/年 

 原料空気 圧縮ガス 液化ガス 

 － 
0.5MPaG

～ 
1.0MPaG 

3.5MPaG
～ 

4.0MPaG 
窒素 酸素 アルゴン 

生産量等 
（千 N㎥/年） 
【各者生産
量等】 

21,413 
(換算量) 

2,800 
(窒素) 

500 
(酸素) 

7,400 2,700 200 

製品別原単
位（MJ/N㎥）
【固定値】 

0.236 0.260 0.476 1.586 1.500 1.493 

※赤字を固定値として用いる。 

 

①業界平均のエネルギー消費原単位【固定値】と品種別のエネルギー消費原単位

【固定値】及びそれぞれの生産量【各者生産量等】を把握する。（上表） 

 

②製品構成と空気組成を比較し、原料空気換算量を推計する。 

max(窒素生産量/0.78084, 酸素生産量/0.20946, アルゴン生産量/0.00934) 

＝×max(10,200/0.78084, 3,200/0.20946, 200/0.00934) 

＝21,413(千 N㎥) 

 

③業界の平均的な製品構成になった場合のエネルギー使用量を、各者の製品構

成を考慮したエネルギー使用量で割り、補正係数を得る。 

1.481(MJ/N㎥)×13,600(千 N㎥) 

÷(0.236(MJ/N㎥))×21,413(千 N㎥))+(0.260(MJ/N㎥)×2,800(千 N㎥)) 

+(0.476(MJ/N㎥)×500(千 N㎥))+(1.586(MJ/N㎥)×7,400(千 N㎥)) 

+(1.500(MJ/N㎥)×2,700(千 N㎥))+(1.493(MJ/N㎥)×200(千 N㎥))  

＝0.911 

 

④補正係数を事業者の現在のエネルギー消費原単位に乗じて、製品構成の違い

による原単位の違いを補正する。 

（2,300(kl)÷13,600(千 N㎥)）×0.911 ＝ 0.154(kl/千 N㎥) 
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令和３年度工場等判断基準ワーキンググループ 審議経過 

 

第一回工場等判断基準ワーキンググループ（令和３年７月３０日） 

（１）議事の取扱い等について 

（２）省エネ法ベンチマーク制度の深掘り等について 

 

 

第二回工場等判断基準ワーキンググループ（令和３年１０月２１日） 

（１）ベンチマーク制度の見直しの方向性等について 

 

 

第三回工場等判断基準ワーキンググループ（令和３年１２月２１日） 

（１）ベンチマーク制度等の見直しに向けた個別論点について 

 

 

第四回工場等判断基準ワーキンググループ（令和４年２月１日） 

 （１）ベンチマーク対象業種拡大に係る個別論点について 

 （２）工場等判断基準ワーキンググループ中間取りまとめ（案） 
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